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チェーンソーによる伐倒作業においてかかり木が発生したことから、
かかられている立木を伐倒したところ、かかっていた木が落下して伐倒
していた被災者に激突した。

かかり木処理において、か
かられている木を伐倒した
ところ、かかっていた木が
落下して伐倒者に激突

災害の
概　要

からコシアブラが折れ、かかり木となってい
たヒノキＡが、コシアブラ及びヒノキＢから
外れて落下し、被災者の腰部に激突した。
なお、作業計画では、かかり木処理に当たっ
てはチルホール等を用いて適正に処理するよ
うに定められていた。

災害の発生原因

１　かかり木処理において、かかられている
木を伐倒したこと。
２　かかり木処理において、作業計画に定め
た方法及び処理器具を使用しなかったこと。
３　かかり木が発生したにもかかわらず、標
識や縄張り等の措置を講じないまま放置し、
作業指揮者及び他の作業者に報告せず、単
独で処理したこと。

災害の発生状況

被災者は、同僚２人（作業指揮者と作業者）
と機械集材装置の架設作業として、架線支障
木の伐倒作業に一人で従事していた。
被災者が架線支障木のナラ（胸高直径
36cm、樹高18ｍ）をチェーンソーを用いて
伐倒したところ、隣接するヒノキＡ（胸高直
径30cm、樹高18m）に当たり、ヒノキＡは
地上２m付近で樹幹が折れ、上部が隣接する
コシアブラ（胸高直径24cm、樹高15m）及び
ヒノキＢ（胸高直径10cm、樹高９m）にかか
り木となった。
作業終了直前であったことから、かかり木
はそのままの状態にし、その日の作業は終了
したが、かかり木になったことは他の作業者
には伝えなかった。
被災当日、作業指揮者
はかかり木が発生してい
ることを知らなかったた
め、被災者に前日と同じ
作業である架線支障木の
伐倒作業を指示したが、
被災者は前日未処理と
なっていたかかり木を処
理することとし、かから
れているコシアブラを伐
倒するため、受け口を
切ったところ受け口付近
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１～８（略）
（別添２）かかり木の処理の作業における安全の確保に
関する事項
１　（略）
２　具体的な措置
（１）かかり木に係る調査及び記録
ア　（略）
イ 必要な機械器具等の使用
上記アで定められた機械器具等を、作業現場に
配置又は携行し、使用すること。

（２）安全な作業の徹底
ア～イ　（略）
ウ 適切な機械器具等の使用
車両系木材伐出機械、機械集材装置及び簡易架
線集材装置（以下「車両系木材伐出機械等」とい
う。）の使用の可否の別、かかっている木の径級、
かかり木の状況により、次により機械器具等を使
用すること。
（ア）車両系木材伐出機械等を使用できる場合

車両系木材伐出機械等を使用できる場合にお
いては、車両系木材伐出機械等を使用して、か
かり木をはずすようにすること。
　また、車両系木材伐出機械等を使用する場合
には、ガイドブロックを用い、安全な方向に引
き倒すようにするとともに、急なウインチの操
作、走行、ワイヤロープの巻取り等を行わない
ようにすること。

（イ）上記（ア）以外の場合
① かかっている木の胸高直径が20センチメー
トル以上である場合又はかかり木が容易に外

れないことが予想される場合
　けん引具等を使用して、かかり木をはずす
ようにすること。
　また、けん引具等を使用する場合には、ガ
イドブロック等を用い、安全な方向に引き倒
すようにするとともに、かかっている木の樹
幹にワイヤロープを数回巻き付け、けん引具
等によりけん引したときに、かかっている木
が回転するようにすること。

② かかっている木の胸高直径が20センチメー
トル未満であって、かつ、かかり木が容易に
はずれることが予想される場合
　（略）

エ かかり木の処理の作業における禁止事項の遵守
（略）

（ア）かかられている木の伐倒　（略）
（イ�）かかり木に激突させるためにかかり木以外の
立木の伐倒（浴びせ倒し）　（略）

（ウ）かかっている木の元玉切り　（略）
（エ）かかっている木の肩担ぎ　（略）
（オ）かかり木の枝切り　（略）

（３�）かかり木を一時的に放置せざるを得ない場合の措
置の徹底

　　�　かかり木をやむを得ず一時的に放置する場合につ
いては、当該かかり木による危険が生ずるおそれが
ある場所に労働者等が誤って近付かないよう、安衛
則第478条第１項に基づき、当該処理の作業に従事
する労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、
かつ、その旨を縄張、標識の設置等の措置によって
明示すること。

〈チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン〉（抜粋）

（かかり木の処理の作業における危険の防止）
第�478条　事業者は、伐木の作業を行う場合において、
既にかかり木が生じている場合又はかかり木が生じた
場合は、速やかに当該かかり木を処理しなければなら
ない。ただし、速やかに処理することが困難なとき
は、速やかに当該かかり木が激突することにより労働
者に危険が生ずる箇所において、当該処理の作業に従
事する労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、

かつ、その旨を縄張、標識の設置等の措置によって明
示した後、遅滞なく、処理することをもつて足りる。

２　（略）
３�　第一項の処理の作業に従事する労働者は、かかり木
が激突することによる危険を防止するため、かかり木
にかかられている立木を伐倒し、又はかかり木に激突
させるためにかかり木以外の立木を伐倒してはならな
い。

〈労働安全衛生規則〉

災害の防止対策

１　かかり木処理作業においては、労働安全
衛生規則等により禁止されている方法であ
るかかられている木を伐倒しないこと。ま
た、かかり木処理の作業は、車両系木材伐
出機械あるいはチルホール等のけん引具等
を使用するとともに、作業指揮者の指示の
下、２人以上で作業を行うこと。

２　かかり木が発生した場合は、放置せず、
速やかに処理すること。速やかに処理でき
ない場合はテープ等による立ち入り禁止措
置を講じること。
３　作業計画に基づいた作業の実施及び作業
者への周知徹底を行うとともに、作業指揮
者は、作成した作業計画に基づく作業の指
揮を行うこと。
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